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香川県地域医療構想（素案）について関係団体及び市町等 

から提出された意見とそれに対する県の考え方 

 

 意   見 意見に対する県の考え方 

歯

科

医

師

会 

在宅医療という文言には、在宅歯科医療

が含まれると言う認識で宜しいか。 

 

お見込みのとおりです。 

医療従事者という文言には、歯科医療従

事者（歯科医師、歯科衛生士）も含まれる

と言う認識で宜しいか。 

 

お見込みのとおりです。 

29 ページ：医療従事者の状況 

 医師数、看護職員数についてのみ言及し

ているのはどうか。医療従事者という括り

であれば、その他の職種についても言及す

べきである。 

 

地域医療構想は、医療機能ごとに将来の

必要病床数とその実現に向けた施策を定め

るものであるため、医療機関の病床に特に

関係の深い医師や看護職員を例として記載

しているところであり、その他の職種につ

いては、平成３０年度からの次期保健医療

計画において、必要な施策等の記載を検討

してまいります。 

 

30 ページ：看護職員の養成、離職防止、再

就業支援 

 歯科衛生士の就業状況についても、看護

職員と同様に地域偏在や早期離職が顕著で

あり、再就業支援等、看護職員と同様の対

策が求められていることを文言として記載

していただきたい。 

 

歯科衛生士の地域偏在等の状況について

は認識しています。 

地域医療構想は、医療機能ごとに将来の

必要病床数とその実現に向けた施策を定め

るものであるため、医療機関の病床に特に

関係の深い医師や看護職員を例として記載

しているところであり、その他の職種につ

いては、平成３０年度からの次期保健医療

計画において、必要な施策等の記載を検討

してまいります。 

 

薬

剤

師

会 

【在宅医療の基盤整備】 

平成２６年度の求人倍率では、医師・歯

科医師・薬剤師においては全国より低いが、

在宅医療に係る求人倍率は高いと思われ

る。在宅医療を現在実施している病院・診

療所・歯科診療所・薬局数及び医師・歯科

医師・薬剤師数を調査し、今後増大するで

あろう需要予測により、在宅医療を実施す

る医師・歯科医師・薬剤師の確保、養成を

行うことが必要と思われる。 

 

御指摘のように、今後増大が見込まれる

在宅医療等に係る医療需要に対応するた

め、在宅医療を担う人材について、市町と

役割分担しつつ、多職種が連携することに

より、在宅療養に必要なサービスが提供さ

れるよう、その育成を進めます。 

 

資料２ 
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 意   見 意見に対する県の考え方 

保

険

者

協

議

会 

【平成37年における医療需要と必要病床数

について】 

病床機能の区分は、医療資源の分布、人

口密度、年齢構成、生活形態など地域医療

の諸条件によって差が生じ、一概に区別で

きるものではなく、特定の類型にあてはめ

ようとすると地域の実情に合わなくなる恐

れがある。 

病床機能別の必要病床数を算定した結

果、慢性期病床の削減が必要との数値が示

されているが、急性期病床の削減も併せて

考慮しないと、急性期病床が余剰となった

場合、削減された慢性期病床の「受け皿」

として使われてしまうことが懸念される。

また、在宅医療等の普及度合いにより、慢

性期病床の必要量は変化していくととも

に、急性期・回復期病床は在宅医療患者の

急性増悪時の「受け皿」としての機能が求

められることも推測されることから、在宅

医療等の「受け皿」が十分に整備されてい

なければ実行性が乏しいと思われる。 

 

構想の実現に当たっては、４つの医療機

能（高度急性期、急性期、慢性期、回復期）

や、その受け皿となる在宅医療等の提供体

制が、２０２５年の医療需要に見合ったか

たちでバランスよく確保されることが必要

であると考えています。 

そのため、第４章第２節に記載している

とおり、高度急性期、急性期、回復期、慢

性期の４機能を分担する医療機関間の連携

だけでなく、介護施設等も含めた連携体制

の構築に努めてまいります。 

また、第４章第３節に記載しているとお

り、在宅医療等の充実についての施策も行

ってまいります。 

保

険

者

協

議

会 

【病床機能報告結果について】 

病床機能の区分は、截然と分かれるもの

ではなく重なり合うものであり、さらに病

床機能別の患者数と必要病床数が決まって

も、それと病棟機能が厳密に対応するので

はなく、いわゆる混合病棟が残り、特に高

齢化率の高い地域等では、１つの医療機関

が複数の医療機能を保有せざるをえないの

が実情ではないかと思われる。 

しかし、現状の報告制度では、様々な状

態の患者が入院している個々の病棟につい

て、４つの機能の内容に照らして、各医療

機関がいずれか１つを選択して報告したも

ので、平成３７年の必要病床数の推計値を

比較すると回復期を除き減床となってお

り、こうした数値が公表されることについ

ては、県民をはじめ関係者の誤解を招くこ

とのないよう周知に配慮いただきたい。 

 

御指摘のとおり、現状の病床機能報告制

度については、病床の機能を区分する定量

的な基準がないこと、病棟単位の報告とな

っていること等の課題があります。 

地域医療構想調整会議等において、病床

機能報告制度の結果を公表する際には、制

度の課題についてもあわせて説明すること

としたいと考えています。 

また、病床機能報告制度が、医療機関の

有する医療機能の実情をより反映できる制

度となるよう、また、将来的には、定量的

な基準に基づく客観的な報告制度とすべく

検討を進めるよう、引き続き、国に要望を

行ってまいります。 

医療需要及び必要病床数の推計結果によ

る病床機能別の病床について、特に東部構

想区域において高度急性期及び急性期病床

が余剰し、回復期病床が不足する状況は明

らかであり、適合する病床不足から、余剰

の急性期病床へ患者が入院する状況となる

可能性が懸念される。 

構想で定める必要病床数の実現に当たっ

ては、地域の実情に応じて、地域医療介護

総合確保基金の活用等による支援を行うと

ともに、病床の機能分化を促進するような

診療報酬体系とする必要があると考えてお

り、国に要望を行ってまいります。 
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 意   見 意見に対する県の考え方 

地域医療構想は、医療機能分化、連携を

推進するための方向性を示唆するものであ

ることから、医療需要に見合った必要病床

数の整合が図られることを第一に、さらに

適正化が推進されるよう、診療報酬制度の

枠組みにおいて、これまでも取り組まれて

きた施設基準の変更等を踏まえ、制度設計

構築が推進されることを強く要望するもの

である。 

 

保

険

者

協

議

会 

【地域医療構想実現に向けた推進状況とそ

の把握について】 

地域医療構想調整会議の開催にあたって

は、病床機能報告結果と想定した推計値と

の乖離状況や在宅医療及び地域包括ケアの

推進によって刻々と変化する状況を反映し

た推進状況の報告がされるとともに、それ

にあたっての問題、課題の提起とそれを関

係者間が積極的に協議できる場となるよう

希望するものである。あわせて、具体的な

推進事業を明らかにしていただきたい。 

 

地域医療構想調整会議の開催に当たって

は、関係者が病床機能報告の結果と必要病

床数を比較して、どの機能の病床が不足し

ているかなどを確認、認識を共有し、医療

機関相互の協議等により、病床の機能分

化・連携に向けた議論・調整が可能となる

よう、各医療機関の設備や人員配置、具体

的な医療の内容等、必要な情報の提供等を

行ってまいります。 

構想を実現するための具体的な事業につ

いては、毎年度策定する地域医療介護総合

確保基金に係る県計画等において検討する

こととしています。 

 

保

険

者

協

議

会 

【在宅医療等における施設整備や人材確保

等について】 

在宅医療・介護連携の推進は、地域医療

構想を策定する上で、決して欠かすことの

できない重要な要素であり、今後高齢化が

一層進展することから、「受け皿」となる在

宅医療等の充実はもちろんのこと、介護が

必要になっても住み慣れた地域や自宅等で

生活を送ることができるよう、包括的かつ

継続的な在宅医療・介護が提供されるべき

である。 

そのため、地域医療構想と一対を成すと

言われる地域包括ケアや在宅医療の推進

が、本県ではどのような推進体制のもと構

成されているのか、主管する部署等やその

推進状況について情報提供いただきたい。

あわせて、マンパワーの充足状況に応じた

人材育成の強化及び在宅医療・介護連携体

制の整備に欠かせない広域的な調整などに

ついて、県が中心となり積極的な支援をい

ただくよう望むものである。 

 

地域包括ケアシステムは、住み慣れた地

域で医療・介護・予防・住まい・生活支援

が包括的に提供される体制であり、県では、

長寿社会対策課が中心となって、「香川県高

齢者保健福祉計画」を策定して、庁内関係

部局が連携し計画を推進しており、その進

捗状況については、毎年、香川県社会福祉

審議会に報告し、ホームページでも公表し

ております。 

改正介護保険法により、地域支援事業に

位置付けられた在宅医療・介護連携推進事

業については、市町が主体的に取り組むこ

とが重要とされております。県では、これ

までも市町担当者を対象に事業の進め方に

関する勉強会や県内外の先行事例などの情

報提供を行ってきたところであり、今後と

も在宅医療・介護連携を担う人材の育成や

必要に応じて関係機関の連携を図るなど、

市町の実情に応じたきめ細かな支援に取り

組んでまいりたいと考えています。 



４ 

 

 意   見 意見に対する県の考え方 

保

険

者

協

議

会 

多くの県民の願いである、ＱＯＬを高め

ながら住み慣れた地域で最期を迎えるとい

うことを実現するためには、「住まい」「医

療」「予防」「生活支援」等の日々の生活を

切り離して考えることは困難であり、入院

中の医療と居宅での医療連携及び介護連携

や、看取りを含めた在宅医療に必要なサー

ビス提供がなされる基盤整備における多職

種連携ネットワークづくりが重要であると

考えており、担当（健康）部局だけでなく、

他部門とも連携の必要があると考え、その

連携について希望するものである。 

 

地域の実情に応じて、在宅医療を行う医

療機関の確保や、在宅療養を支える施設間

の連携体制の支援に取り組むとともに、市

町等の関係機関と連携して、多職種が連携

することにより、看取りを含めた在宅療養

に必要なサービスが提供されるよう、在宅

医療等を担う人材の確保・育成に努めてま

いります。 

 

保

険

者

協

議

会 

【県民に対する普及啓発等の推進につい

て】 

県民が、医療機関の機能分化・連携の重

要性について理解を深め、医療機関の機能

に応じて適切に受診することを期待する旨

の記述がある。医療保険者としては、適正

な医療提供体制とその需要の均衡により医

療保険制度が成り立ち、かつ持続させるべ

きと考えており、あるべき将来像として策

定される地域医療構想が現実となるよう、

被保険者に対し、疾病発症及び重症化予防

としての健診、医療受診の勧奨や、医療等

情報の活用による頻回・重複・多受診の抑

制等、適正な医療受診のための普及啓発を

行うべきと考える。また、県民の多くに大

病院志向が根強くあると思われることか

ら、病床ごとの４つの機能（高度急性期・

急性期・回復期・慢性期）における役割に

より、安心した医療が提供されることを県

民に御理解いただくことも必要である。さ

らに、県民に対して適正な医療が提供され

るための取組みの推進や、かかりつけ医な

らびにかかりつけ薬局を持つことを推奨す

る等、医療提供側にも協力を求め、推進し

ていくことが必要であると考える。総じて、

県民への周知・広報が不可欠であり、地域

医療構想実現に向けた推進状況がわかるロ

ードマップ等の提示や、ホームページ等に

よる情報公開はもとより、ＩＴに不慣れな

高齢者への配慮として、手元に届くような

リーフレット等紙媒体で周知する等、具体

的な普及啓発のための施策を考慮いただき

たい。具体的な取組策について医療保険者

との協力連携を要する場合には、必要に応

地域医療構想調整会議は、原則として公

開とするとともに、会議資料や議事録につ

いても県のホームページで公表する予定で

す。 

また、医療機関の機能分化・連携を推進

するに当たって、患者・住民の理解が不可

欠であるため、自らの状態に応じた医療機

能や医療機関を選択し、適切に受診するこ

との重要性を啓発するポスターやチラシ等

により、患者・住民に対する啓発を行うな

ど、医療保険者等の関係機関の御協力もい

ただきながら、普及啓発に取り組んでまい

ります。 



５ 

 

 意   見 意見に対する県の考え方 

じた協力要請も考慮いただければと考えて

いる。 

 

保

険

者

協

議

会 

【病床機能報告結果をはじめとする評価指

標について】 
 具体的な事業等に対する評価等、指標を

明らかにし、進捗状況が把握できるよう考

慮いただきたい。 

 

第４章では、構想を実現するための施策

として、取組みの方向性を記載しています。 

具体的な取組内容については、毎年度策

定する地域医療介護総合確保基金に係る県

計画において、施策の方向性を踏まえて事

業内容を検討し、事業の実施に当たっては、

指標を設定し、その評価を行うこととして

います。 

 

保

険

者

協

議

会 

【平成37年設定目標に向けた中間見直し等

の必要性について】 

現在の人口動態推計による人口減少と高

齢化の状況だけでなく、医療の高度化、糖

尿病の予防・重症化予防等の疾病予防や健

康づくりの推進等によって、策定される地

域医療構想の必要病床数の目標値は適宜見

直され、修正されるべきであると考える。

この構想の実現に向けては、進捗状況の把

握に努め、ある一定の期間をもって、中間

見直しを希望する。 

 

 地域医療構想における医療機能ごとの必

要病床数は、将来の目指すべき方向性を示

すものです。 

 今後、構想の推計の基となる人口推計と

本県の人口に大きな乖離が生じる等、構想

の必要病床数を見直す必要がある場合に

は、国に対して、構想の推計方法の見直し

を要望してまいります。 

 

全体として、この構想を目にする者にと

って、「専門用語」の解説が適宜取り入れら

れる等、理解が進みやすい工夫や表現によ

って公表されることを希望する。 

 

構想を県ホームページや広報誌等で患

者・住民等に周知する際には、分かりやす

いものとなるよう努めてまいります。 

 

高

松

市 

小豆構想区域以外の、医療資源が乏しい

生活圏域での確保すべき医療提供体制につ

いても言及されたい。 

 構想は、保健医療計画の一部として、将

来の必要病床数とその達成に向けた施策を

定めるものです。 

 小豆構想区域については、３つの構想区

域の１つの区域として設定することから、

地域医療構想で特に記述しているものであ

り、山間地域や離島など、へき地医療全般

に係る対策については、平成３０年度から

の次期保健医療計画において、必要な施策

等の記載を検討してまいります。 

 

高

松

市 

５疾病５事業（特に精神疾患）への具体

的な対応について言及されたい。 

 構想は、保健医療計画の一部として、将

来の必要病床数とその達成に向けた施策を

定めるものです。 

５疾病５事業については、平成３０年度

からの次期保健医療計画において、必要な

施策等の記載を検討してまいります。 

 



６ 

 

 意   見 意見に対する県の考え方 

高

松

市 

医師確保策及び偏在緩和策に関して、県

の修学資金貸付制度や地域枠入学制度を含

め、地域医療支援センターのこれまでの取

組みとその成果を記載したうえで、現在の

課題とその具体的な解決策について言及さ

れたい。 

また、産科、救急科の医師数が、香川県

全体で全国平均を下回っている現状を踏ま

え、その対応についても言及されたい。 

更には、医師のキャリア形成支援や配置

調整などに対して、地域医療支援センター

が十分に指導力を発揮できるよう、機能強

化策を検討されたい。 

 

 構想は、保健医療計画の一部として、必

要病床数とその達成に向けた施策を定める

ものです。 

医師不足や医師の地域偏在、診療科の偏

在等の現在の課題と対策については、平成

３０年度からの次期保健医療計画におい

て、必要な施策等の記載を検討してまいり

ます。 

 

高

松

市 

構想実現のためには、在宅医療の提供体

制の充実も重要となることから、市町にお

ける在宅医療・介護連携体制の構築が円滑

に行われるよう、市町への支援に関して、

より具体的な施策の方向性について言及さ

れたい。 

 

改正介護保険法により、市町の地域支援

事業に位置付けられた在宅医療・介護連携

推進事業については、市町が主体的に取り

組んでいくことが重要とされております。 

構想においては、第６期香川県高齢者保

健福祉計画を踏まえ、市町が在宅医療・介

護連携事業を円滑に実施できるよう、関係

機関の連携や広域的な調整、普及啓発、助

言提供などを行うこととしております。 

これまでも市町担当者を対象に事業の進

め方に関する勉強会や県内外の先行事例な

どの情報提供を行ってきたところであり、 

今後とも在宅医療・介護連携を担う人材の

育成や必要に応じて関係機関の連携を図る

など、市町の実情に応じたきめ細かな支援

に取り組んでまいりたいと考えています。 

 

丸

亀

市 

西部構想区域での第三次救急医療機関の

設置については触れられておりませんが、

素案の１２ページの位置図にも示されてい

るとおり、県の西端にある三豊総合病院の

１医療機関のみとなっております。丸亀市

においては、県内３つの第三次救急医療機

関へのアクセス時間が、３０分圏内でほぼ

カバーされているとはいえません。 

２３ページ（２）「しかしながら、～」の

後の検討事項に中讃地域への第三次救急医

療機関の設置に対する検討を追記いただき

たい。 

丸亀市としましては、安全安心なまちづ

くりを進めるためにも、第三次救急医療機

関の設置につきましては、強く要望を続け

ていきたいと思っております。今後、検討

がなされることがなくなってしまうこと

構想は、保健医療計画の一部として、必

要病床数とその達成に向けた施策を定める

ものです。 

新たな救命救急センターの設置の検討に

ついては、現行の第六次保健医療計画にお

いて記載しているところです。 

中讃地域には、高度な医療を総合的に提

供する二次救急医療機関が複数あり、これ

らの医療機関で、複数の診療領域にわたる

重篤な患者への対応が行われており、三次

救急医療機関（救命救急センター）の設置

については、二次救急医療機関等の間で役

割分担の見直しについて、地域の関係者の

理解を得ながら慎重に検討する必要がある

と考えております。 
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 意   見 意見に対する県の考え方 

は、受け入れがたく、中讃地域への第三次

救急医療機関の設置を要望してまいりたい

と思っております。 

 

さ

ぬ

き

市 

高松保健医療圏には、高度急性期から慢

性期までの充実した病床機能を有する圧倒

的多数の医療機関が存在していることか

ら、人口比率や受療動向（流出入）のみを

視点とした病床配分が行われることになれ

ば、高松保健医療圏内における急性期病床

の争奪戦が激しくなることが予想される。

その結果、懸念される課題は、現大川保健

医療圏における急性期病床を限りなく縮小

せよとの方向性が示されることであり、仮

に急性期病床の大幅な縮小を余儀なくされ

れば、現大川保健医療圏における救急医療

提供体制の衰退を招くことは避けられない

と考える。 

本市は、地域住民の発議で設立された病

院である「さぬき市民病院」を管理運営す

る自治体であるが、その病院の存在自体が

まちづくり政策の実施機関として、本市に

おける救急、小児、周産期等の政策医療の

提供の役割を担っていることから、これら

の提供エリアについては、新構想区域の区

分に束縛されることなく、現在の保健医療

圏におけるエリアが基本的に存続、維持さ

れていくことが重要であり、そのためには、

新構想区域内において、急性期病床が偏在

しないよう措置されることを強く要望する

ものである。 

 

構想区域を３つとした場合でも、地域医

療構想調整会議等において、必要に応じて、

従来の二次保健医療圏等、地域の特性や状

況にも配慮しながら、各地域にふさわしい

医療提供体制の構築を図っていく必要があ

ると考えています。 

東

か

が

わ

市 

地域医療構想のビジョン及び推計値等か

ら求められる見直しの必要性については、

おおむね理解は示せる。また、構想区域と

は別枠組で検討されている、緊急性の高い

救急医療体制の検討（Ｐ２３）についても、

早期に構築の方向性を示していただきた

い。 

 

救急医療体制については、平成３０年度

からの次期保健医療計画において、必要な

施策等の記載を検討してまいります。 
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 意   見 意見に対する県の考え方 

東

か

が

わ

市 

病床機能の分化の重点をなす病床機能報

告制度における医療機能の実情をより反映

した制度への早期改善提言（Ｐ２５）はも

とより、在宅医療等の正確な現状と分析（Ｐ

２７～）について情報を提供いただくとと

もに、市町・医師会等との連携（Ｐ２８）

に委ねるだけでなく、一体となった連携・

推進のためのソフト・ハード両面からの手

厚いサポート、市民に不安を抱かせない十

分な情報提供やその手法についても、引き

続き県を中心に関係諸機関と温度差の無い

推進をお願いしたい。 

御意見を踏まえて、構想の実現に向けた

取組みを進めてまいります。 

三

豊

市 

【構想区域の設定】 

 提供いただいた資料にも見られるが、具

体的には丸亀市の香川労災病院、善通寺市

の四国こどもとおとなの医療センターなど

に患者が流出しているのが現実にかなり見

られることや三豊市においても仲多度、善

通寺方面からの患者の流入が見られること

などから、中讃保健医療圏と三豊保健医療

圏を合わせて西部構想区域とすることは適

切であると考える。 

 

御意見を踏まえて、構想策定後は、３つ

の構想区域ごとに、地域医療構想調整会議

による協議等を通じて、地域医療構想の実

現に向けて取組んでいきたいと考えていま

す。 

三

豊

市 

【必要病床数と病床機能報告による病床数

の比較】 

 「両者の比較・分析に当たっては、両者

の病床機能の考え方や決定方法には、次の

ような違いがあることに留意する必要があ

ります。」と明記しているものの、具体的な

比較表として示されており、その影響は大

きいものと考える。地域医療構想調整会議

においても、「毎年度の病床機能報告制度

の報告内容と構想における必要病床数を比

較して～」とあることからも、重要な数字

であることは間違いなく、香川県全体で

2,160 床（17.6％）の減少となっており、こ

れが独り歩きするおそれがあることを懸念

する。 

 

 

 

 

 

 

構想における必要病床数は、２０１３年

度のレセプトデータ等を用いて、２０２５

年の推計人口に置きなおして算出した医療

需要を基に、地域の実情に応じた調整を加

えて算出したものです。 

２０２５年に向けて、この推計結果を関

係者が共有し、需要に応じた適切な医療提

供体制、病床数となっていくことを目指し

て取り組んでいくものであり、必要な医療

が受けられなくなるものではありません。 

地域医療構想調整会議等において、病床

機能報告の結果を公表する際には、報告制

度の課題についてもあわせて説明すること

としたいと考えています。 
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 意   見 意見に対する県の考え方 

小

豆

島

町 

香川県地域医療構想においては、小豆地

域が一つの構想区域として設定されました

ことは特に重要なことであり、感謝申し上

げます。 

小豆島で地域住民が安心して暮らすため

に、医療の確保は島民の思いでありました。 

平成２８年４月に島の中核医療施設「小

豆島中央病院」が開院したことは、単に医

療供給体制が整備されたものではありませ

ん。小豆構想区域は、子どもから高齢者ま

で小豆島の住民すべてが安心した暮らしを

送るための「小豆島オリジナル地域包括ケ

アシステム」につながるものです。このこ

とについては、関係機関が一体となり全力

で取り組みを進めてまいります。 

香川県におかれましては、小豆島特有の

課題（離島・超高齢社会・高度専門的医療

の供給・医療従事者の確保）の解決及び、

小豆島の地域包括ケアの推進のため、今ま

で以上のサポートをお願いいたします。 

 

小豆保健医療圏については、離島であり、

かつ、一定の人口規模を有することから、

島内で確保すべき医療提供体制について、

他の圏域とは別に検討する必要があると考

えられるため、一つの構想区域として設定

することとしています。 

小豆保健医療圏の医療提供体制に係る課

題の解決に当たっては、地域医療構想調整

会議をはじめ、様々な機会を通じて、関係

機関、地域の関係者等の意見を聴きながら、

地元の取組みに対する支援について検討し

てまいります。 

綾

川

町 

構想区域の設定に当たっての基本的な考

え方として、現行の二次医療圏を原則とし

つつ、患者の受療動向、基幹病院までのア

クセス時間等を勘案して検討するとされて

います。 

綾川町として、構想区域の設定に当たり、

生活圏域、交通事情等社会的条件等につい

てご意見を提出しております。当町は、県

が示した患者の受療動向で、中讃保健医療

圏から高松保健医療圏に流出している数値

の内、生活圏域・交通アクセス性等により

高松保健医療圏に相当の割合で流出が生じ

ているのが現状です。 

構想区域の設定に当たり、高度急性期に

おける医療需要については、別に検討する

ことが必要とのことですが、将来的にも東

部構想区域の医療機関を受療できるのかと

いった町民の不安を解消することが重要で

あります。また急性期や回復期等の段階で

の受療及び周産期医療についても構想区域

の影響が懸念されるところです。 

前述のとおり本町の社会的事情を勘案い

ただき、今後の医療機能の分化・連携の調

整についてご配慮を要望します。 

 

構想区域ごとの必要病床数は、医療機関

があるべき医療提供体制の実現を図ってい

く上での方向性となるものですが、患者や

住民が、区域を越えて受療することを妨げ

るものではありません。 

また、高度で専門的な医療については、

区域内で完結することを想定しているもの

ではなく、区域を越えた受療に対応し、医

療機関所在地の医療需要を前提として、必

要病床数を算定しています。 

御意見を踏まえて、地域医療構想調整会

議等において、地域の特性や状況にも配慮

しながら、各地域にふさわしい医療提供体

制の構築を図っていきたいと考えていま

す。 
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 意   見 意見に対する県の考え方 

ま

ん

の

う

町 

香川県地域医療構想（素案）については、

同意します。 

しかし、３保健医療圏に集約された場合、

西部地区においては、高度急性期と回復期

については、病床数の不足が拡大すること

が見込まれています。 

県民への質の高い医療を提供する上で各

医療圏の設備面等、医療体制の整備充実を

お願い致します。 

５つの二次保健医療圏のうち、高松保健

医療圏と大川医療圏を合わせて東部構想区

域、中讃保健医療圏と三豊保健医療圏を合

わせて西部構想区域、小豆医療圏を小豆構

想区域と設定し、３つの構想区域とするこ

とにより、医療機能別の病床数の不足が拡

大するものではありません。 

構想の実現に向けた取組みは、医療機関

の自主的な取組みと相互の協議によること

が基本ですが、地域医療介護総合確保基金

等の活用により、医療機関の機能分化・連

携に向けた取組みを支援してまいります。 

 

大

川

広

域

消

防

本

部 

大川地域における救急車による搬送人員

は年間約 4,000 人であるが、管内の医療機

関への収容可能な傷病者はそのうちの 62％

であり、残りの 38％にあたる約 1,500 人は

管外（主に高松医療圏）へ搬送している。 

この数字が何を語っているかは一目瞭然

であり、特に外科・整形外科にあっては、

二次医療適応傷病者の受入れができない医

療機関が多いのが現状である。 

流出側地域にとって、救急車の運用経費

の増大及び医療費についても圏外へ流出し

ており、流出側地域にとっては経済的損失

であると考える。 

また適切な応需は全国平均を上回ってい

る搬送時間の短縮と、それに伴う救命率の

向上に寄与するものであると考えます。 

 

構想区域を３つとした場合でも、地域医

療構想調整会議等において、必要に応じて、

従来の二次保健医療圏等、地域の特性や状

況にも配慮しながら、各地域にふさわしい

医療提供体制の構築を図っていく必要があ

ると考えています。 

大

川

広

域

消

防

本

部 

医師の確保は非常に困難であるとの意見

はよく耳にしますが、地域格差があまりに

大きく、外科医に関しては高松圏の半数以

下。産科医にあっては全国平均 10.14 に対

し 4.86 と半数以下であり、小児科医も非常

に少なく、特に深夜間における小児の急病

に対する地域医療が皆無な状態であること

から小児科二次輪番制については、今後も

大川地域単独での運用が不可能であるなら

ば、高松圏を含む広域的な二次医療圏の設

定も視野に入れていただきたい。 

地域で安心して出産できない、安心して

子育てができないといった、若い世代に不

安感があり、地域の人口減少に拍車がかか

っているように思えます。 

 

国の地域医療構想策定ガイドラインで

は、平成３０年度からの次期医療計画の策

定において、最終的には二次医療圏と構想

区域と一致させることが適当であるとされ

ておりますが、直ちに二次保健医療圏を変

更するものではありません。次期保健医療

計画の策定時に、関係団体や市町の意見を

聴きながら、改めて検討します。 

また、輪番制を含む救急医療体制につい

ては、構想区域や医療圏とは別に検討する

ことも可能であり、直ちに変更を行うもの

ではなく、関係団体や市町の意見を聴きな

がら、改めて検討します。 

 


